
～生き生きとした長寿社会づくり～ 

第３章 基本的な政策目標と基本理念 

１．基本的な政策目標 
 

 

 

 

 高齢化の進展、それに伴う認知症の人の増加、地域や家族の絆の希薄化が進む中、

高齢者の尊厳が守られ、できる限り住み慣れた地域において、健康で生きがいの 

ある人生を送れるための環境づくりを一層推進しなければなりません。 

 一方で、社会全体で介護を支える仕組みとして創設された介護保険制度は 23 年

が経過し、介護問題は大きな前進をみせ、介護が必要な高齢者の生活の支えとして

定着・発展してきましたが、高齢者の増加に伴い、介護サービスの質の向上や在宅

ケアの推進、医療と介護の連携の強化、更には介護保険制度の安定した運営など多

くの課題があります。 

 総人口が減少となる中で、令和 7 年には団塊の世代がすべて 75 歳以上となり、

その後も更に高齢化が進み介護サービス利用者の増加が予測されることから、高齢

者の健康づくりと、たとえ介護が必要となっても住み慣れた地域や自宅で、その人

らしい生活を送ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援の 5 つ

のサービスを一体化して提供していく「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向

けた取組を進めることが重要となります。 

 加えて、高齢者のみならず、市民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合い

ながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現を図っていくことが必要と

なってきます。 

 更に、令和 2 年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症は、令和 5 年 5

月から感染症法上の位置づけが 5 類感染症へと変更されましたが、感染による重症

化リスクが高い高齢者を守るために、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、今

後も必要なサービスを提供する体制や、地域の安定した生活基盤を構築する必要が

あります。 

 このような経緯や背景を踏まえ、本計画では、市民一人ひとりの健康管理意識を

高め、自らの健康・生きがいづくりに積極的に取り組む環境づくりを進めるととも

に、行政や市民、様々な団体・グループなどが連携し、人・もの・風土など、それ

ぞれの地域の特性を生かした生活環境の整備を進めることによる「生き生きとした

長寿社会づくり」を基本的な政策目標とします。 
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出典：厚生労働省 
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２．基本理念 

（１）健康と生きがいづくりの推進 

 市民一人ひとりが、生涯を通して住み慣れた地域で、豊かに生き生きと暮らせる

ためには、生きがいを持ち、心身の健康を保持することが大切であり、特に高齢期

においては、自らが健康的な生活習慣を維持し、できる限り介護状態にならずに健

やかで自立した生活を送ることができるよう「健康寿命」を延伸することが重要で

す。 

 そのため、できるだけ早期から「自分の健康は自ら守り、作っていく」という  

意識の高揚を図るとともに、それぞれの健康づくりの取組を支援していきます。 

 

（２）尊厳の確保と自立した生活の実現 

 高齢者が地域や家庭において、これまでの人生の中で培われてきた経験や能力な

どが尊重され、人間としての誇りや尊厳が保たれながら心豊かに暮らし続けられる

よう、生活基盤の環境づくりに努めます。 

 また、介護を要する状態になっても、社会的に自立した生活を営むことができる

よう、介護サービス基盤の整備や生活支援施策の充実を図ります。 

 更に、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づき、認知症にな

ったとしても、尊厳を持って住み慣れた地域で安心して生活できるよう、市民全体

が認知症について正しく理解し、認知症高齢者を地域全体で見守り、支援する体制

整備に取り組みます。 

 

（３）地域共生社会の実現 

 高齢者の自立支援を通じて、自助努力を進めるとともに、令和 4 年度に策定した

「誰もが住み慣れた地域で生きいきと暮らすことができるまちを目指して～いつ

までもつながり続けるまちづくり～」を基本理念とする「舞鶴市第 5 期地域福祉計

画」を基本に、家族、自治会等の地縁型組織はもちろん、ＮＰＯやボランティアな

どの市民活動団体とともに、介護サービス事業所や医療機関、行政、更には企業等

が、それぞれ役割を担い、その持っている知恵や力、資源を持ち寄りながら、互助・

共助による地域での支援体制の確立を図ります。 

 また、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談  

支援等の取組を活かしつつ、市民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の

整備について取組を進めていきます。 
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重 点 施 策 今 後 の 取 組 政策目標 基 本 理 念 

 

 

 

３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

生
き
生
き
と
し
た
長
寿
社
会
づ
く
り 

 

健康と生きがい 

づくりの推進 

 

(1) 地域包括支援センターの機能

強化 

(2) 自立支援と重度化防止 

(3) 在宅医療・介護連携の推進 

(4) 権利擁護・高齢者虐待防止対

策の推進 

(5) 福祉サービスの提供 

(6) 住まいの充実 

(7) 重層的支援体制の整備 

(8) 災害時・緊急時等の安全・  

安心体制の構築 

１ 地域での自立生活

支援の仕組みづくり 

生
き
生
き
と
し
た
長
寿
社
会
づ
く
り 

(1)  疾病予防と早期発見 

(2)  健康づくりの推進と生活習

慣病の予防 

(3)  生涯学習の推進、活動の場の 

提供 

(4)  生きがいづくり・仲間づくり 

(5)  ボランティアへの参加促進 

 

２ 高齢者の健康づく

りと社会参加・生き

がいづくり 

 

 
(1) 介護予防・生活支援サービス

事業の整備 

(2) 住民自らが介護予防に取り組

める環境づくり 

(3) 高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施 

 

３ 地域づくりによる

介護予防 

 

尊厳の確保と 

自立した生活 

の実現 

(1) 認知症の正しい理解と早期 

発見・早期対応 

(2) 認知症予防の取組の推進  

(3) 認知症ケアの向上 

４ 認知症施策の総合

的な推進 

 
地域共生社会 

の実現 

(1) 介護サービスの必要量の確保 

(2) 介護サービス事業者の指導・ 

育成の推進 

(3) 介護サービスが利用しやすい

仕組みづくり 

(4) 家族介護等への支援 

５ 適正な介護サービ

スの提供と家族支援 

 

(1) 介護福祉専門学校による介護

人材確保 

(2) 働きやすい環境整備による 

介護人材確保 

(3) 介護人材の資質向上 

６ 介護サービスを担

う人材の確保・生産

性の向上 

地域包括ケアシステムの 

深化・推進 

７ 介護事業所等にお

ける災害及び感染症

対策 

 

(1) 業務継続に向けた取組支援 
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４．重点施策の方向 

１ 地域での自立生活支援の仕組みづくり 

(1) 地域包括支援センターの機能強化 

 

 多くの高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される

体制（以下「地域包括ケアシステム」という。）を推進するため、7 つの日常生活

圏域に地域包括支援センターを設置しています。 

 地域包括ケアシステムの深化・推進のため、市単位や圏域毎に地域ケア会議を 

開催し、地域課題や有効な支援策について、検討していきます。また、地域包括  

支援センター運営方針に基づき、適切、公正かつ中立な運営を確保するため、事業

評価を実施し、機能強化を図ります。 

 また、地域包括支援センターは、重層的支援体制整備事業において属性や世代を

問わない包括的な相談支援等を担うことが期待されていることから、高齢者だけで

なく、様々な複合的かつ複雑なケースに対応するため、生活困窮分野、障害分野や

児童福祉分野など他分野と連携促進を図っていきます。 

 

 
 

(2) 自立支援と重度化防止 

 

 介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにすることや、要介護状態等になることの予防又は要介護状態の軽減 

若しくは悪化の防止を理念としています。 

 このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、

介護予防の通いの場の充実、リハビリテ―ション専門職・管理栄養士・薬剤師等、

多職種との連携など、自立支援・重度化防止に向けた取組を行います。 

 

 
 

(3) 在宅医療・介護連携の推進 

 

【主な事業・取組】 

地域包括支援センターの設置運営、地域ケア会議の推進 

【主な事業・取組】 

ケアマネジメント支援会議、介護予防評価分析事業 
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 今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症高齢者の増加が

見込まれることから、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において、継続して日常

生活を営むことができるよう、入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取

り等の様々な局面において、地域における在宅医療及び在宅介護に関わる関係者間

の連携を推進し、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築に努めます。

また、医師会等と協働し、在宅医療・介護連携に関する市民の理解が促進されるよ

う普及・啓発にも取り組みます。 

 

 

 

 (4) 権利擁護・高齢者虐待防止対策の推進 

 

 一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加とともに、高齢者虐待や悪質商法などに

よる権利侵害を受ける高齢者が増加しています。 

 このため、警察署や消費生活センター等との連携を密にし、地域包括支援センタ

ーを中心に、地域住民や関係機関等への虐待防止・詐欺被害防止に関する制度等の

周知・啓発を行い、問題の早期発見・早期対応に取り組みます。 

 また、舞鶴市成年後見支援センターや舞鶴市社会福祉協議会等との連携により、

福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の普及・啓発を行うなど、高齢者の権利

擁護体制の推進に取り組みます。 

 

 

 

(5) 福祉サービスの提供 

 

 在宅で自立した生活を続けるためには、介護サービスだけにとどまらず、生活 

全般に渡る支援も必要となってきます。 

 このため、高齢者の状態やニーズを的確に捉え、適切な生活支援サービスを提供

していきます。 

 

【主な事業・取組】 

地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出、在宅医療・

介護連携ネットワークの構築、在宅医療・介護連携に係る研修・普及啓発 

【主な事業・取組】 

舞鶴市成年後見支援センター事業、成年後見制度利用支援事業、福祉サービス

利用援助事業、権利擁護相談 
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(6) 住まいの充実 

 

 住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、高齢者に配慮した 

多様な居住環境の整備・促進に努めます。 

 

 

 

(7) 重層的支援体制の整備 

 

 地域共生社会（高齢、障害、子ども、生活困窮などの制度・分野ごとの『縦割り』

や、「支え手」「受け手」という関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの）の実現を目指し、包括

的な相談支援・参加支援・地域づくりに一体的に取り組むことによって、地域住民

の複雑化・複合化した支援ニーズに対応できる重層的な支援体制を構築していきま

す。 

 

 
 

(8) 災害時・緊急時等の安全・安心体制の構築 

 

 台風など災害が発生した際に、避難情報を確認したり、要介護状態等により自力

で避難したりすることが困難な一人暮らし高齢者等に対しては、身近な人の協力や

地域住民の支援が必要となります。 

 このため、災害時に支援が必要な人（避難行動要支援者）一人ひとりに対し、  

誰がどのようにして避難等の支援をするのか、あらかじめ定めておく「個別支援計

画」の作成を関係機関と連携して引き続き進めていきます。 

【主な事業・取組】 

軽度生活援助事業、安心生活支援システム整備事業、老人日常生活用具貸与・

給付事業 

【主な事業・取組】 

養護老人ホーム、ケアハウス（軽費老人ホーム）、サービス付き高齢者向け住宅、

有料老人ホーム、その他の住まい 

【主な事業・取組】 

重層的支援体制の整備 
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 また、火災の発生や急な身体状態の悪化等の際にも、一人暮らし高齢者等が孤立

することなく安全・安心な対応が受けられるよう、セーフティネットの構築も引き

続き進めていきます。 

 

２ 高齢者の健康づくりと社会参加・生きがいづくり 

(1)疾病予防と早期発見 

 

 一人ひとりが健康で生き生きとした生活を送るためには、壮年期からの健康管理

が重要であり、職場や地域でのがん検診や歯周疾患検診、特定健康診査等の定期的

な受診により健康状態の確認を行い、疾病の予防や早期発見に努めることが大切に

なります。 

 そのため、各種検診等の更なる受診者数の増加につながるよう、受診しやすい健

診体制の整備や普及啓発に努めるとともに、生活習慣病のリスクの高い人への特定

保健指導を実施することで、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少を

目指します。 

 特に、後期高齢者については、複数の慢性疾患の合併や筋肉量の低下や認知機能

障害などいわゆる「老年症候群」など健康上の不安が大きくなります。こうした不

安を取り除き、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、高齢者の特性を踏ま

えた健康支援や健康相談を行います。 

 

 

 

(2)健康づくりの推進と生活習慣病の予防 

 

 生涯を通じた健康づくりには、早期から心身にわたる健康増進に取り組むことや、

糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病の発症や重症化予防、歯周病と基

礎疾患との関連性の啓発などが大切となります。 

 そのため、健康づくりに関する正しい情報が、健康に関心のない方も含めて広く

届くよう、保健センター等による健康教育や健康相談に加えて、「まいづる健やか

【主な事業・取組】 

災害時要援護者支援対策事業・個別支援計画作成の推進、日常生活の安全・安

心体制の充実、中丹ふるさとを守る絆ネット（見守り活動）推進事業 

【主な事業・取組】 

がん検診、歯周疾患検診、舞鶴市国民健康保険加入者の特定健康診査・特定保

健指導、後期高齢者医療制度加入者の健康診査・歯科健康診査 

23



 
 

プロジェクト」の推進により、身近な人から健康情報が得られる仕組みを作り、一

人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう支援していきます。 

 

 ※まいづる健やかプロジェクト… 本市と民間企業・団体等が協働し、市民の健康課題を共

有するとともに同じ 方向性をもって健康づくりに取り組むことを目的として令和 2 年に発足

したプロジェクト。 

 

 

 

(3)生涯学習の推進と活動の場の提供 

 

 高齢者が幅広い趣味や生きがいを持ち、心豊かに毎日を過ごすためには、学習の

場とそこで得た知識や技術の活用の機会が必要です。 

 そのため、学習の場として、各地域の公民館等で開催される講座をはじめ、多種

多様な生涯学習の機会と生涯にわたり自己研鑽ができるような講座の検討を進め

るとともに、既存の講座についても、内容や実施方法などの充実を図ります。 

 また、高齢者の生きがいづくり、社会参加の観点から就業機会の確保に努めます。 

 

 

 

(4) 生きがいづくり・仲間づくり 

 

 高齢者がこれまで培ってきた豊富な経験や知識、技術を活かし、地域のリーダー

として活躍できる機会を提供することが大切です。 

 そのため、文化・スポーツ・レクリエーション活動など、活動や発表の場づくり

を促進し、生きがいづくり・仲間づくりを支援していきます。 

 また、高齢者の健康の増進及び社会参加の促進を図ることを目的として、外出の

機会が増えるよう支援していきます。 

 

【主な事業・取組】 

健康教育・健康相談、訪問指導、健康情報の普及啓発 

【主な事業・取組】 

多世代交流施設・公民館・加佐地域福祉センターの運営、シルバー人材センタ

ーへの支援 
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(5) ボランティアへの参加促進 

 

 高齢者の多様化するニーズや複雑化する課題に柔軟に対応していくためには、公

的な支援のみならず、地域住民が主体となる福祉活動やボランティア活動による支

援が求められます。 

 そのため、高齢者自身が自らの豊富な経験や知識などを生かし、それぞれが住ん

でいる地域の自治会活動やボランティア活動に積極的に参加していけるよう、舞鶴市

ボランティアセンター（舞鶴市社会福祉協議会内）と連携し、これらの活動を活性

化します。 

 

 
 

 

３ 地域づくりによる介護予防 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業の整備 

 

 地域の実情に応じた、多様な主体の参画や多様なサービスの充実により、要支援

者等に対する効果的効率的な支援を目指すものとして、平成 29 年 4 月から、介護

予防・日常生活支援総合事業を実施しています。 

 日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生活を継続していくため、

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置や協議体により、既存の

資源の活用も含め、多様な生活支援・介護予防サービスの整備を進めていきます。 

 

 

 

【主な事業・取組】 

地域老人健康生きがい対策事業、老人クラブ活動助成事業、地域ふれあい交流

活動助成事業、高齢者外出支援事業 

【主な事業・取組】 

ボランティア活動の推進・舞鶴市ボランティアセンターとの連携 

【主な事業・取組】 

訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、生活支援体制

整備事業、介護予防ケアマネジメント 
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(2) 住民自らが介護予防に取り組める環境づくり 

 

 高齢者が要介護状態等となることの予防又は軽減若しくは悪化の防止の推進に

あたっては、機能回復訓練等の心身機能の改善へのアプローチだけではなく、生活

機能全体を向上させ、社会への参加を促し、一人ひとりの生きがいや自己実現のた

めの取組を支援し、生活の質の向上を目指すことが大切です。 

そのためには、住民が自ら継続して、介護予防に取り組める環境づくりが必要で

す。地域それぞれの暮らし方や特性に合わせた多様な介護予防事業を行います。 

 WITH コロナにおいても、引き続き体調確認、換気の実施、距離の確保など感染予

防の対策を講じた上で介護予防に取り組めるよう支援します。 

 

 

 

 

(3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

 

 後期高齢者は、複数の慢性疾患を保有し、フレイルなどを要因とする老年症候群

の症状が混在する傾向にあり、要介護認定を受ける割合も高くなっています。高齢

者が、高血圧症や糖尿病等の持病のコントロールとフレイル予防のための生活習慣

を定着でき、人生の最後まで自分らしく生き生きとした暮らしを継続できるよう、

京都府後期高齢者医療広域連合等と連携し、高齢者の保健事業と介護予防を一体的

に実施します。 

また、口腔機能の低下を防ぐためのオーラルフレイル予防対策についても重要

視し、歯の喪失予防に加え、最後まで食べる楽しみを享受できるよう健口体操な

どを普及します。 

 

 

 

【主な事業・取組】 

介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、運動指導員派遣事業「サロン de す

とれっち」、いきがいデイサービス事業、地域リハビリテ―ション活動支援事業、

口腔機能向上介護予防普及啓発事業、栄養介護予防普及啓発事業 

【主な事業・取組】 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、お口元気アップ講座、口腔出前講

座 
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４ 認知症施策の総合的な推進 

(1) 認知症の正しい理解と早期発見・早期対応 

 

 要介護認定者の約 6 割が、中・重度の認知症高齢者という状況にあり、認知症高

齢者の支援体制の充実や認知症予防への取組は大変重要な課題となっています。 

本人・家族はもとより、地域住民が認知症に対して正しく理解し、地域で受け入れ、

認知症の人もそうでない人もともに暮らしやすい地域づくりを進めていくことが

必要です。令和 4 年の「認知症施策推進大綱」の中間評価結果を踏まえ、大綱に沿

って、できる限り地域のより良い環境で自分らしく暮らし続けることが出来る社会

を目指して、教育や地域づくり、雇用等の他分野との連携を図るなど総合的な取組

を進めていきます。なお、令和 5 年 6 月に成立した「共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法」が令和６年 1 月に施行され、今後、国が策定する認知症施策推

進基本計画の内容を踏まえ、取組を推進していきます。 

 また、適切な支援を受けずに地域から孤立し、症状が悪化することを防ぐため、

できるだけ初期の段階で、本人や家族の不安に対応し、適切なケアにつなげられる

よう認知症ケアパスの活用や認知症対応型カフェ、認知症初期集中支援チームの 

派遣などで、早期発見・早期対応を図り、初期の段階から切れ目のない支援体制を

構築していきます。 

 

 

 

(2) 認知症予防の取組の推進 

 

 市民に認知症について正しく知る機会を広く提供し、各々が認知症予防に取り組

めるよう支援します。また、認知症の「予防」を目的に、市民自らが認知症を予防

するための生活習慣を身に付け、グループ活動を通して、楽しく自主的に実践する

取組を推進していきます。 

 （ここでいう「予防」は「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症に

なるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。） 

 

 

【主な事業・取組】 

認知症サポーター養成講座等の開催・認知症ケアパスの普及、認知症初期集中

支援チーム派遣事業 

【主な事業・取組】 

認知症予防プログラム実践事業 
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(3) 認知症ケアの向上 

 

 認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症になっても、安心して地域で暮らし

続けることができるよう、本人・家族の思いや視点を重視・尊重した認知症ケアが

重要です。認知症地域支援推進員を中心に、認知症疾患医療センターや専門病院の

協力のもと、認知症医療連携実務担当者会議を開催し、事例検討や研修を通じて、

関係者の認知症に関する知識や介護技術の向上を図ります。 

 また、認知症の人が安心して外出できる見守り体制や徘徊による行方不明を未然

に防止し、早期発見と保護のための体制を強化します。さらに、認知症サポーター

等を認知症の人やその家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みの構

築を図ります。 

 

 

 

 

５ 適正な介護サービスの提供と家族支援 

(1) 介護サービスの必要量の確保 

 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、訪問介護や通所介護などの

在宅サービスや施設サービスの充実が重要です。 

 そのため、住み慣れた地域において生活を支えることができるよう、介護サービ

スの基盤維持を図るとともに、介護のための離職を防止するため、地域医療ビジョ

ンとの整合性を図りながら、必要量の確保に努めていきます。 

 

 
 

 

 

 

【主な事業・取組】 

初期認知症対応型カフェ推進事業、認知症医療連携実務担当者会議、 

認知症高齢者等徘徊対策事業、認知症サポーター養成講座、チームオレンジ 

【主な事業・取組】 

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス 
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(2) 介護サービス事業者の指導・育成の推進 

 

 多種多様なサービス事業者が参入する中、保険者として利用者の保護や良質なサ

ービス提供を図る必要があります。 

 そのため、京都府と連携しながら、サービス事業者の指導・監督・育成を行い、

サービスの質の確保・向上を図るとともに、従事者に対しても日々の研鑽と技術の

習得を図り、介護技術・理論など専門的な資質の向上に取り組みます。 

 

 

 

(3) 介護サービスが利用しやすい仕組みづくり 

 

 介護保険制度は、利用者と事業者との契約によってサービスを利用する制度で 

あり、介護サービスを知り、適切に選択できる環境づくりが重要です。 

 そのため、利用者の立場に立ったわかりやすい情報提供を工夫するとともに、 

利用者がニーズに合った事業所を適切に選択できるよう、サービス事業者に情報提

供の充実や、第三者評価等の定期的な実施を働きかけ、要介護認定審査の適正化や

ケアプランチェックなどにより、利用者自身にとって適切なサービスが提供される

よう取り組みます。 

 更に、サービスの利用を支援するため、身近なところで気軽に利用者からの声を

聞き、伝え、解決できる、相談機関の充実とＰＲを行い、利用者の声をサービス  

向上への意見として受け止め、各事業者がサービス内容の改善に取り組めるような

体制づくりに取り組みます。 

 

 

 
(4) 家族介護等への支援 

 
 介護保険制度の創設とその後の介護サービスの充実に伴い、家族の負担も軽減

された面はありますが、多くの家族は心理的な負担や孤立感を感じ、特に認知症

の人を介護している場合は、負担感が強い傾向があります。精神的な負担を軽減

し、介護疲れやストレスが軽減できるよう、交流会等の充実を図ります。 

【主な事業・取組】 

介護職員、ケアマネジャー等資質向上事業、介護サービス事業者の指導・監査 

【主な事業・取組】 

介護サービス事業者等の情報提供の充実、介護サービス相談員派遣事業、介護

給付適正化事業、多職種によるケアプラン検証、介護サービス相談・苦情対応 
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 また、要介護状態等にある家族を介護するための離職を防止するため、労働施

策部門との連携など、家族等に対する相談支援体制の充実を図ります。 

 更に、８０５０問題やダブルケア、ヤングケアラーなど、様々な課題を抱える  

介護者に対する相談支援体制の充実に努めます。 

 

 

６ 介護サービスを担う人材の確保・生産性の向上 

(1) 介護福祉専門学校による介護人材確保 

 

 高齢化の進展により、介護サービスを利用される高齢者は増加しています。 

 全国的にも「団塊の世代」が 75 歳に達する令和 7（2025）年には、在宅サービス

を今より充実することなどで、介護人材が 250 万人程度必要になると推計されて 

います。（平成 30 年度介護人材推計値 195 万人） 

 本市においても介護人材の確保は、今後の高齢者の生活を支える上でも喫緊の 

課題であり、平成 27 年度に開校した京都北部唯一の介護福祉士養成校である舞鶴

ＹＭＣＡ国際福祉専門学校で学んだ学生が、本市の介護、福祉等の事業所への就職

につながるよう、京都府や各関係機関等との連携を強化します。 

 また、日本人のみならず、外国人も介護人材の担い手と捉え、外国人が安心して

本市で学び、本市で就労できるよう、様々な支援策を検討します。 

 

 
 

(2) 働きやすい環境整備による介護人材確保 

 

 介護福祉士が、市内事業所へより多く就職できるよう、修学資金貸与制度を活用

し人材確保を図ります。 

 また、国や京都府等と連携して介護ロボットやＩＣＴ機器の活用を促進し、介護

職員の身体的・精神的負担の軽減及び効率化を図ります。 

さらに、ケアプランデータ連携システムや電子申請・届出システムなどの導入を

促進し、事業所間の事務連携の効率化や、介護現場の事務負担軽減を図ります。 

加えて、介護に携わる仕事の魅力を発信することにより、担い手のすそ野を広げ、

多様な人材確保に取り組みます。 

 

 

【主な事業・取組】 

相談支援体制の充実、認知症介護家族のつどい、介護用品支給事業 

【主な事業・取組】 

学校、事業所等との連携 
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(3) 介護人材の資質向上 

 

 介護サービスに従事する多くの人材が、自己研鑚することにより介護サービスの

質が更に向上し、また、キャリアアップにより処遇の改善や離職防止につながるよ

う資質向上のため研修の北部開催誘致や講習等受講に対する支援を行います。 

 

 

 

７ 介護事業所等における災害及び感染症対策 

 

(1)業務継続に向けた取組支援 

 

近年、全国的に自然災害により大きな被害が増えています。台風の襲来だけでな

く、激しい豪雨や高潮、地震による風水害や土砂崩れにより甚大な被害となる災害

が発生しています。特に本市においては、平成 29 年の台風 21 号や平成 30 年の 7

月豪雨による浸水被害は記憶に新しいところです。 

また、新型コロナウイルス感染症のまん延により事業所内外での感染が起こり、

介護サービスの提供に必要な従事者が不足する事態が起きています。 

このような自然災害や感染症等による緊急事態に備えるため、介護事業所等はサ

ービスを継続していくための業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、研修や訓練   

（シミュレーション）の実施等が行われています。 

市としましても、関係機関と連携して情報共有を図るなど、介護事業所等の業務

継続に向けた取り組みを支援していきます。 

 

 

 

 

【主な事業・取組】 

介護福祉士育成修学資金貸与、働きやすい職場環境の整備促進、介護職場の魅

力発信 

【主な事業・取組】 

介護人材研修等の仕組みづくり、介護福祉士資格取得講習等受講料助成金・介

護職員初任者研修受講料助成金 
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